
郵政事業のユニバーサルサービス及び 
信書便事業に関する参照条文 

参考３－２ 
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○ 日本郵政株式会社法（平成１７年法律９８号）（抄） 
  （会社の目的） 
 第一条 日本郵政株式会社（以下「会社」という。）は、日本郵便株式会社の発行済株式の総数を保有し、日本郵便株式会社の経営管理 
  を行うこと及び日本郵便株式会社の業務の支援を行うことを目的とする株式会社とする。   
  （責務） 
 第五条 会社は、その業務の運営に当たっては、郵便の役務、簡易な貯蓄、送金及び債権債務の決済の役務並びに簡易に利用できる生命 
   保険の役務を利用者本位の簡便な方法により郵便局で一体的にかつあまねく全国において公平に利用できるようにする責務を有する。 
 ２ 前項の「生命保険」又は「郵便局」とは、それぞれ日本郵便株式会社法（平成十七年法律第百号）第二条第三項又は第四項に規定 
   する生命保険又は郵便局をいう。   
○ 日本郵便株式会社法（平成１７年法律第１００号）（抄） 
  （会社の目的）  
  第一条 日本郵便株式会社（以下「会社」という。）は、郵便の業務、銀行窓口業務及び保険窓口業務並びに郵便局を活用して行う地   
  域住民の利便の増進に資する業務を営むことを目的とする株式会社とする。  
 
 （定義） 
 第二条 この法律において「郵便窓口業務」とは、簡易郵便局法（昭和二十四年法律第二百十三号）第二条に規定する郵便窓口業務をい 
   う。 
 ２ この法律において「銀行窓口業務」とは、会社と次に掲げる事項を含む契約（以下「銀行窓口業務契約」という。）を締結する銀行 
   法（昭和五十六年法律第五十九号）第二条第一項に規定する銀行（以下「関連銀行」という。）を所属銀行（同条第十六項に規定する  
   所属銀行をいう。）として営む銀行代理業（同条第十四項第一号及び第三号に掲げる行為に係るものであって、会社が第五条の責務を  
   果たすために営むべきものとして総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。）をいう。 
 一 会社が第五条の責務を果たすために銀行代理業を営むこと。  
 二 会社が営む銀行代理業の具体的な内容及び方法 
 三 会社の営業所であって、銀行代理業を行うものの名称及び所在地 

  四 その他総務省令で定める事項 
 ３ この法律において「保険窓口業務」とは、会社と次に掲げる事項を含む契約（以下「保険窓口業務契約」という。）を締結する保険 
   業法（平成七年法律第百五号）第二条第三項に規定する生命保険会社（株式会社に限る。以下「関連保険会社」という。）を所属保険 
   会社等として営む保険募集及び関連保険会社の事務の代行（同法第三条第四項第一号に掲げる保険（第五条において「生命保険」とい  
   う。）に係るものであって、会社が第五条の責務を果たすために営むべきものとして総務省令で定めるものに限る。以下この項におい 
   て同じ。）をいう。 
 一 会社が第五条の責務を果たすために保険募集及び関連保険会社の事務の代行を営むこと。  
 二 会社が営む保険募集及び関連保険会社の事務の代行の具体的な内容及び方法 
 三 会社の営業所であって、保険募集及び関連保険会社の事務の代行を行うものの名称及び所在地 
 四 その他総務省令で定める事項 

 ４ この法律において「郵便局」とは、会社の営業所であって、郵便窓口業務、銀行窓口業務及び保険窓口業務を行うものをいう。 
 ５～６ （略） 
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（業務の範囲） 
第四条 会社は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を営むものとする。 
一 郵便法（昭和二十二年法律第百六十五号）の規定により行う郵便の業務 
二 銀行窓口業務 
三 前号に掲げる業務の健全、適切かつ安定的な運営を維持するために行う、銀行窓口業務契約の締結及び当該銀行窓口業務契約に
基づいて行う関連銀行に対する権利の行使 

四 保険窓口業務 
五 前号に掲げる業務の健全、適切かつ安定的な運営を維持するために行う、保険窓口業務契約の締結及び当該保険窓口業務契約に
基づいて行う関連保険会社に対する権利の行使 

六 国の委託を受けて行う印紙の売りさばき 
七 前各号に掲げる業務に附帯する業務 

２ 会社は、前項に規定する業務を営むほか、その目的を達成するため、次に掲げる業務を営むことができる。 
一 お年玉付郵便葉書等に関する法律（昭和二十四年法律第二百二十四号）第一条第一項に規定するお年玉付郵便葉書等及び同法第
五条第一項に規定する寄附金付郵便葉書等の発行 

二 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律（平成十三年法律第百二十号）第三条第五項に規定する事務取
扱郵便局において行う同条第一項第一号に規定する郵便局取扱事務に係る業務 

三 前号に掲げるもののほか、郵便局を活用して行う地域住民の利便の増進に資する業務 
四 前三号に掲げる業務に附帯する業務 

３ 会社は、前二項に規定する業務のほか、前二項に規定する業務の遂行に支障のない範囲内で、前二項に規定する業務以外の業務を
営むことができる。 

４ 会社は、第二項第三号に掲げる業務及びこれに附帯する業務並びに前項に規定する業務を営もうとするときは、あらかじめ、総務 
 省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。 
５ （略） 
  
 （責務） 
第五条 会社は、その業務の運営に当たっては、郵便の役務、簡易な貯蓄、送金及び債権債務の決済の役務並びに簡易に利用できる生 
 命保険の役務を利用者本位の簡便な方法により郵便局で一体的にかつあまねく全国において公平に利用できるようにする責務を有す 
 る。 
 
 （郵便局の設置） 
第六条 会社は、総務省令で定めるところにより、あまねく全国において利用されることを旨として郵便局を設置しなければならない。 
２ （略） 
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○ 日本郵便株式会社法施行規則（平成１９年総務省令第３７号）（抄） 
 
（銀行窓口業務） 

 第一条 日本郵便株式会社法（平成十七年法律第百号。以下「法」という。）第二条第二項本文に規定する総務省令で定めるものは、次  
  の各号に掲げる行為に係る銀行代理業のうち利用者本位の簡便な方法により行われるものであって、その取扱件数が多いこと等から国 
   民生活に定着している役務として総務大臣が定めるものに係るものとする。 
 一 流動性預金のうち簡易な貯蓄の手段であるものの受入れを内容とする契約の締結の代理 
 二 定期性預金のうち簡易な貯蓄の手段であるものの受入れを内容とする契約の締結の代理 
 三 為替取引のうち簡易な送金及び債権債務の決済の手段であるものを内容とする契約の締結の代理 

 ２ 法第二条第二項第四号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 
 一 銀行窓口業務契約の期間、更新及び解除に関する事項 

   二 銀行窓口業務契約に係る手数料に関する事項 
 
（保険窓口業務）  

 第二条 法第二条第三項本文に規定する総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる保険募集及び関連保険会社の事務の代行のうち利用 
  者本位の簡便な方法により行われるものであって、その取扱件数が多いこと等から国民生活に定着している役務として総務大臣が定め 
   るものに係るものとする。  
 一 終身保険（被保険者を一人とするものであって、被保険者が死亡したことにより、又は被保険者が死亡したことのほか被保険者の  
   生存中に一定の期間が満了したことにより保険金の支払をするものをいう。）のうち簡易に利用できるものの保険契約に係る保険募 
   集 
 二 養老保険（被保険者を一人とするものであって、被保険者の生存中に保険期間が満了し、若しくはその期間の満了前に被保険者が 
   死亡したことにより、又はこれらの事由のほか被保険者の生存中に保険期間内の一定の期間が満了したことにより保険金の支払をす 
   るものをいう。）のうち簡易に利用できるものの保険契約に係る保険募集  
 三 前二号に規定する保険契約に係る保険金の支払の請求の受理に関する事務の代行  

 ２ 法第二条第三項第四号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。   
 一 保険窓口業務契約の期間、更新及び解除に関する事項  

   二 保険窓口業務契約に係る手数料に関する事項 
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（郵便局の設置基準等） 
 第四条 法第六条第一項の規定に基づく郵便局の設置については、会社は、いずれの市町村（特別区を含む。）においても、一以上の 
  郵便局を設置しなければならないものとする。ただし、郵便窓口業務及び保険窓口業務を行う会社の営業所（関連銀行の営業所が併 
   設されている場合に限る。）が当該市町村（特別区を含む。）において一以上設置されている場合又は郵便窓口業務及び銀行窓口業 
   務を行う会社の営業所（関連保険会社の営業所が併設されている場合に限る。）が当該市町村（特別区を含む。）において一以上設 
   置されている場合その他の合理的な理由があると総務大臣が認める場合は、この限りでない。 
 ２ 前項の基準によるほか、会社は、次に掲げる基準により、郵便局を設置しなければならない。 
   一 地域住民の需要に適切に対応することができるよう設置されていること。 
   二 交通、地理その他の事情を勘案して地域住民が容易に利用することができる位置に設置されていること。 
   三 過疎地においては、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律（平成二十四年法律第三十号）の施行の際現に存する郵便局ネッ 
     トワークの水準を維持することを旨とすること。 
 ３ 前二項の規定によるほか、会社は、会社の営業所であって郵便窓口業務を行うもののうち銀行窓口業務又は保険窓口業務を行わな 
   いものを郵便局に準ずるものとして前項に掲げる基準により設置しなければならない。 
 ４ 簡易郵便局法（昭和二十四年法律第二百十三号）第七条第一項に規定する簡易郵便局は、前項の規定の適用については、同項に規 
   定する会社の営業所とみなす。 
 ５ （略） 

○ 日本郵便株式会社法施行規則第一条第一項及び第二条第一項の規定に基づき、国民生活に定着している役務として総務大臣が定めるも 
 のを定める件（平成２０年総務省告示第２９２号） 

 （簡易な貯蓄、送金及び債権債務の決済の役務のうち国民生活に定着しているもの）  
第一条 関連銀行（日本郵便株式会社法（平成十七年法律第百号。以下「法」という。）第二条第二項に規定する関連銀行をいう。） 
 が郵便貯金銀行（郵政民営化法（平成十七年法律第九十七号）第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。）である場合 
 にあっては、日本郵便株式会社法施行規則（以下「規則」という。）第一条第一項に規定する国民生活に定着している役務として総 
 務大臣が定めるものは、次の各号に掲げる役務の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。  
 一 規則第一条第一項第一号に規定する流動性預金のうち簡易な貯蓄の手段であるものの受入れ 郵便貯金銀行が郵政民営化法等の 
  一部を改正する等の法律（平成二十四年法律第三十号。以下改正法」という。）の施行の日において受入れの業務を行っていた通 
  常貯金又はこれに相当するものの受入れ  
 二 規則第一条第一項第二号に規定する定期性預金のうち簡易な貯蓄の手段であるものの受入れ 郵便貯金銀行が改正法の施行の日 
  において受入れの業務を行っていた次に掲げるもの又はこれらに相当するものの受入れ  
  イ 定額貯金（自動積立定額貯金、財産形成定額貯金、財産形成年金定額貯金及び財産形成住宅定額貯金を除く。）  
  ロ 定期貯金（自動積立定期貯金、満期一括受取型定期貯金、ゆうちょ年金定期及びニュー福祉定期貯金を除く。）  
 三 規則第一条第一項第三号に規定する為替取引のうち簡易な送金及び債権債務の決済の手段であるもの 次に掲げるもの  
  イ 為替（受け入れた為替金の額を表示する証書を発行してこれを差出人に交付し、差出人が指定する受取人（その指定がないと    
   きは、証書の持参人）に証書と引換えに為替金を払い渡すものをいう。）  
    ロ 払込み（預金者又は預金者でない者の払い込む金額を口座に受け入れるものをいう。）  
    ハ 振替（預金者の口座から当該預金者の指定する他の口座へ預り金の振替をするものをいう。）  
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 （簡易に利用できる生命保険の役務のうち国民生活に定着しているもの）  
第二条 関連保険会社（法第二条第三項に規定する関連保険会社をいう。）が郵便保険会社（郵政民営化法第百二十六条に規定す  
 る郵便保険会社をいう。以下同じ。）である場合にあっては、規則第二条第一項に規定する国民生活に定着している役務として 
 総務大臣が定めるものは、次の各号に掲げる役務の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。  
 一 規則第二条第一項第一号に規定する終身保険のうち簡易に利用できるものの保険契約に係る保険募集 郵便保険会社が改正 
  法の施行の日において引受けの業務を行っていた次に掲げるもの又はこれらに相当するものの保険契約に係る保険募集  
  イ 普通終身保険  
  ロ 特別終身保険  
 二 規則第二条第一項第二号に規定する養老保険のうち簡易に利用できるものの保険契約に係る保険募集 郵便保険会社が改正 
  法の施行の日において引受けの業務を行っていた次に掲げるもの又はこれらに相当するものの保険契約に係る保険募集  
  イ 普通養老保険 
  ロ 特別養老保険  
 三 規則第二条第一項第三号に規定する保険金の支払の請求の受理 次に掲げるものの支払の請求の受理  
  イ 満期保険金  
  ロ 生存保険金  
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○ 郵便法（昭和22年法律第165号）（抄） 
 
 第一条（この法律の目的） この法律は、郵便の役務をなるべく安い料金で、あまねく、公平に提供することによつて、公共の福祉を 
   増進することを目的とする。 
 
   第二条（郵便の実施） 郵便の業務は、この法律の定めるところにより、日本郵便株式会社（以下「会社」という。）が行う。 
 

  第四条（事業の独占） 会社以外の者は、何人も、郵便の業務を業とし、また、会社の行う郵便の業務に従事する場合を除いて、郵便の

業務に従事してはならない。ただし、会社が、契約により会社のため郵便の業務の一部を委託することを妨げない。  

 ２ 会社（契約により会社から郵便の業務の一部の委託を受けた者を含む。）以外の者は、何人も、他人の信書（特定の受取人に対し、

差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書をいう。以下同じ。）の送達を業としてはならない。二以上の人又は法人に雇用され、

これらの人又は法人の信書の送達を継続して行う者は、他人の信書の送達を業とする者とみなす。  

 ３ 運送営業者、その代表者又はその代理人その他の従業者は、その運送方法により他人のために信書の送達をしてはならない。ただし、

貨物に添付する無封の添え状又は送り状は、この限りでない。  

 ４ 何人も、第二項の規定に違反して信書の送達を業とする者に信書の送達を委託し、又は前項に掲げる者に信書（同項ただし書に掲げ

るものを除く。）の送達を委託してはならない。 
 

 第十五条（大きさ等の制限） 郵便物は、次に掲げる大きさ及び重量を超えることができない。  

  一 大きさ 

    長さ 六十センチメートル 

    長さ、幅及び厚さの合計 九十センチメートル  

  二 重量 

   イ 第一種郵便物 四キログラム 

   ロ 第三種郵便物及び第四種郵便物（ハに掲げるものを除く。） 一キログラム 

   ハ 第四種郵便物のうち第二十七条第二号又は第三号に掲げるもの 三キログラム 

 ２～３ （略） 
 

 第四十四条（特殊取扱） 会社は、この節に定めるところによるほか、郵便約款の定めるところにより、書留、引受時刻証明、配達証明、   

    内容証明及び特別送達の郵便物の特殊取扱を実施する。  

 ２～３ （略） 
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  （料金）  
 第六十七条 会社は、総務省令で定めるところにより、郵便に関する料金（第三項の規定により認可を受けるべきものを除く。）を定 
  め、あらかじめ、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。  
 ２ 前項の料金は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。  
  一 郵便事業の能率的な経営の下における適正な原価を償い、かつ、適正な利潤を含むものであること。  
  二 第一種郵便物及び第二種郵便物の料金の額が配達地により異なる額が定められていないこと（会社の一の事業所においてその引 
   受け及び配達を行う郵便物の料金を除く。）。  
  三 第一種郵便物（郵便書簡を除く。第四項第二号において同じ。）のうち大きさ及び形状が総務省令で定める基準に適合するもの 
   であつて、その重量が二十五グラム以下のもの（次号において「定形郵便物」という。）の料金の額が、軽量の信書の送達の役務 
   が国民生活において果たしている役割の重要性、国民の負担能力、物価その他の事情を勘案して総務省令で定める額を超えないも 
   のであること。  
  四 郵便書簡及び通常葉書の料金の額が定形郵便物の料金の額のうち最も低いものより低いものであること。  
  五 国際郵便に関する料金の額が郵便に関する条約の規定に適合するものであること。  
  六 定率又は定額をもつて明確に定められていること。  
  七 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。  
 ３ 会社は、第三種郵便物及び第四種郵便物の料金を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、 
  同様とする。  
 ４ 総務大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。  
   一 配達地により異なる額が定められていないこと（会社の一の事業所においてその引受け及び配達を行う郵便物の料金を除く。）。  
  二 同一重量の第一種郵便物の料金の額より低いものであること。  
  三 定率又は定額をもつて明確に定められていること。  
  四 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。  
 ５ 会社は、総務省令で定めるところにより、郵便事業の収支の状況を総務大臣に報告するとともに、公表しなければならない。 
 
 （郵便約款）  
 第六十八条 会社は、郵便の役務に関する提供条件（料金及び総務省令で定める軽微な事項に係るものを除く。）について郵便約款を 
  定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。  
 ２ 総務大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。  
  一 次に掲げる事項が適正かつ明確に定められていること。 
   イ この法律又はこの法律に基づく総務省令の規定により郵便約款で定めることとされている事項 
   ロ 郵便物の引受け、配達、転送及び還付並びに送達日数に関する事項 
   ハ 郵便に関する料金の収受に関する事項 
   ニ その他会社の責任に関する事項 
  二 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。  
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 （郵便業務管理規程）  
 第七十条 会社は、業務開始の際、郵便の業務の管理に関する規程（以下「郵便業務管理規程」という。）を定め、総務大臣の認可を受
けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。  
  ２ （略） 
 ３ 総務大臣は、郵便業務管理規程に記載された前項各号に掲げる事項が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、第 
  一項の認可をしてはならない。  
    一 （略） 
  二 総務省令で定める基準に適合する郵便差出箱の設置その他の郵便物を随時、かつ、簡易に差し出すことを可能とするものとして 
   総務省令で定める基準に適合する郵便物の引受けの方法が定められていること。  
  三 一週間につき六日以上郵便物の配達を行うことができるものとして総務省令で定める基準に適合する郵便物の配達の方法が定め 
   られていること。  
  四 郵便物（国際郵便に係るものを除く。以下この号において同じ。）について差し出された日から三日（国民の祝日に関する法律  
   （昭和二十三年法律第百七十八号）に規定する休日その他総務省令で定める日の日数は、算入しない。）以内（郵便物が、地理的 
   条件、交通事情その他の条件を勘案して総務省令で定める地域から差し出され、又は当該地域にあてて差し出される場合にあつて 
   は、三日を超え二週間を超えない範囲内で総務省令で定める日数以内）に送達することが定められていること。  
  五～六 （略） 
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○ 郵便法施行規則（平成１５年総務省令第５号）（抄） 
 
  （定形郵便物の料金の上限）  
 第二十三条 法第六十七条第二項第三号 の総務省令で定める額は、八十円とする。  
 
  （郵便業務管理規程の認可基準）  
 第三十条  法第七十条第三項第二号 の総務省令で定める郵便差出箱の基準は、次のとおりとする。 

   一 構造が容易に壊れにくく、かつ、郵便物の取出口に施錠することができるものであること。  
  二 郵便物の差入口の構造が郵便物を容易に抜き取ることができないようなものであること。  
  三 前二号に掲げるもののほか、構造が差し入れられた郵便物を安全に保護することができるものであること。  
  四 郵便差出箱の見やすい所に「郵便」の文字又は郵便差出箱であることを示す表示、郵便差出箱を利用することができる日及び時   
     間（郵便差出箱を終日利用することができない場所に設置する場合に限る。）並びに郵便差出箱に差し入れられた郵便物の取集め 
     を受け持つ会社の事業所名及び取集時刻の表示を付したものであること。  
 ２ 法第七十条第三項第二号の総務省令で定める郵便物の引受けの方法の基準は、郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に 
   関する法律による廃止前の日本郵政公社法（平成十四年法律第九十七号）の施行の際あまねく全国に設置されていた郵便差出箱の本 
   数を維持することを旨とし、かつ、次に掲げる基準に適合するものとして郵便差出箱を設置することとする。  
  一 郵便差出箱を各市町村内及び各特別区内に満遍なく設置すること。  
  二 主として、郵便差出箱を公道上、公道に面した場所その他の常時利用することができる場所又は駅、小売店舗その他の公衆が容 
   易に出入りすることができる施設内であって往来する公衆の目につきやすい場所に設置すること。  
 ３ 法第七十条第三項第三号の総務省令で定める基準は、次のとおりとする。  
  一 国民の祝日に関する法律 （昭和二十三年法律第百七十八号）に規定する休日及び一月二日を除き、月曜日から土曜日までの六 
     日間において、一日に一回以上郵便物の配達を行うこと。  
  二 特に交通困難であるため周年又は一定期間内通常の方法により郵便物を配達することができない地域にあてて差し出された場合 
     その他の相当の事由がある場合を除き、郵便物をそのあて所に配達すること。  
 ４ 法第七十条第三項第四号の総務省令で定める日は、日曜日及び一月二日とする。  
 ５ 法第七十条第三項第四号の総務省令で定める地域及び日数は、次の各号に掲げる地域の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。  
  一 一日に一回以上郵便物の送達に利用できる交通手段がない離島（本州、北海道、四国、九州及び沖縄の本島との間を連絡する道 
     路が整備されていない島をいう。次号において同じ。） 二週間  
   二 前号以外の離島 五日（国民の祝日に関する法律 に規定する休日及び前項に規定する日の日数は、算入しない。）  
 ６～８ （略） 



○民間事業者による信書の送達に関する法律（平成１４年法律第９９号）（抄） 

  （定義） 

 第二条 この法律において「信書」とは、郵便法第四条第二項に規定する信書をいう。  

 ２ この法律において「信書便」とは、他人の信書を送達すること（郵便に該当するものを除く。）をいう。  

 ３ この法律において「信書便物」とは、信書便の役務により送達される信書（その包装及びその包装に封入される信書以外の物を含

む。）をいう。  

 ４ この法律において「一般信書便役務」とは、信書便の役務であって、次の各号のいずれにも該当するものをいう。  

  一 長さ、幅及び厚さがそれぞれ四十センチメートル、三十センチメートル及び三センチメートル以下であり、かつ、重量が二百五

十グラム以下の信書便物を送達するもの 

  二 国内において信書便物が差し出された日から三日（国民の祝日に関する法律（昭和二十三年法律第百七十八号）に規定する休日

その他総務省令で定める日の日数は、算入しない。）以内（信書便物が、地理的条件、交通事情その他の条件を勘案して総務省令

で定める地域から差し出され、又は当該地域にあてて差し出される場合にあっては、三日を超え二週間を超えない範囲内で総務省

令で定める日数以内）に当該信書便物を送達するもの  

 ５ この法律において「一般信書便事業」とは、信書便の役務を他人の需要に応ずるために提供する事業であって、その提供する信書

便の役務のうちに一般信書便役務を含むものをいう。  

 ６ この法律において「一般信書便事業者」とは、一般信書便事業を営むことについて第六条の許可を受けた者をいう。  

 ７ この法律において「特定信書便役務」とは、信書便の役務であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。  

一 長さ、幅及び厚さの合計が九十センチメートルを超え、又は重量が四キログラムを超える信書便物を送達するもの  

二 信書便物が差し出された時から三時間以内に当該信書便物を送達するもの  

三 その料金の額が千円を下回らない範囲内において総務省令で定める額を超えるもの  

 ８ この法律において「特定信書便事業」とは、信書便の役務を他人の需要に応ずるために提供する事業であって、その提供する信書

便の役務が特定信書便役務のみであるものをいう。  

 ９ この法律において「特定信書便事業者」とは、特定信書便事業を営むことについて第二十九条の許可を受けた者をいう。  
 
  （郵便法の適用除外）   

 第三条 郵便法第四条第二項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。  

  一 一般信書便事業者が信書便物の送達を行う場合 

  二 特定信書便事業者が特定信書便役務に係る信書便物の送達を行う場合 

  三 一般信書便事業者又は特定信書便事業者から信書便の業務の一部の委託を受けた者が当該委託に係る信書便物の送達を行う場合  

  四 一般信書便事業者又は特定信書便事業者と信書の送達の事業に関する協定又は契約を締結した外国信書便事業者（外国の法令に

準拠して外国において信書の送達の事業を行う者をいう。以下同じ。）が当該協定又は契約に基づき信書便物の送達を行う場合 
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  （事業の許可）  

 第六条 一般信書便事業を営もうとする者は、総務大臣の許可を受けなければならない。  
 
  （許可の基準）  

 第九条 総務大臣は、第六条の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。  

  一 その事業の計画が信書便物の秘密を保護するため適切なものであること。  

  二 その事業の計画が全国の区域において一般信書便役務に係る信書便物（以下この号において「一般信書便物」という。）を引

き受け、かつ、配達する計画を含むものであって、事業計画に次に掲げる事項が定められていること。 

   イ 総務省令で定める基準に適合する信書便差出箱の設置その他の一般信書便物を随時、かつ、簡易に差し出すことを可能とす

るものとして総務省令で定める基準に適合する信書便物の引受けの方法 

   ロ 一週間につき六日以上一般信書便物の配達を行うことができるものとして総務省令で定める基準に適合する信書便物の配達

の方法 

  三 前二号に掲げるもののほか、その事業の遂行上適切な計画を有するものであること。  

  四 その事業を適確に遂行するに足る能力を有するものであること。  
 
  （料金）  

 第十六条 一般信書便事業者は、総務省令で定めるところにより、一般信書便役務に関する料金を定め、あらかじめ、総務大臣に届

け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。  

 ２ 前項の料金（総務省令で定める料金を除く。第二十七条第二号において同じ。）は、次の各号のいずれにも適合するものでなけ

ればならない。  

  一 配達地により異なる額が定められていないこと（一般信書便事業者の一の事業所においてその引受け及び配達を行う信書便物

に係る料金を除く。）。  

  二 大きさ及び形状が総務省令で定める基準に適合する信書便物であって、その重量が二十五グラム以下のものに係る料金の額が、

軽量の信書の送達の役務が国民生活において果たしている役割の重要性、国民の負担能力、物価その他の事情を勘案して総務省

令で定める額を超えないものであること。  

  三 定率又は定額をもって明確に定められていること。  

  四 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。 
 
  （信書便約款）  

 第十七条 一般信書便事業者は、信書便の役務に関する提供条件（料金及び総務省令で定める事項に係るものを除く。）について信

書便約款を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。  

 ２ 総務大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。  

  一 信書便物の引受け、配達、転送及び還付並びに送達日数に関する事項、信書便の役務に関する料金の収受に関する事項その他

一般信書便事業者の責任に関する事項が適正かつ明確に定められていること。  

  二 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。  
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  （事業の許可）  

 第二十九条 特定信書便事業を営もうとする者は、総務大臣の許可を受けなければならない。  
 
  （許可の申請）  

 第三十条 前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。  

  一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名  

  二 信書便物の送達の方法その他総務省令で定める事項に関する事業計画  

  三 他に事業を行っているときは、その事業の種類  

 ２ 前項の申請書には、事業収支見積書その他総務省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。  
 
  （許可の基準）  

 第三十一条 総務大臣は、第二十九条の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしては

ならない。  

  一 その事業の計画が信書便物の秘密を保護するため適切なものであること。  

  二 前号に掲げるもののほか、その事業の遂行上適切な計画を有するものであること。  

  三 その事業を適確に遂行するに足る能力を有するものであること。 
 
  （準用）  

 第三十三条 第八条の規定は特定信書便事業の許可について、第十条から第十四条まで、第十七条、第十九条第三項、第二十条から

第二十八条まで（第二十七条第二号を除く。）の規定は特定信書便事業者についてそれぞれ準用する。この場合において、第八条、

第十一条、第十三条第四項、第十四条第四項及び第二十八条中「第六条」とあるのは「第二十九条」と、第十条中「第七条第一項第

一号又は第三号」とあるのは「第三十条第一項第一号又は第三号」と、第十二条第二項、第十三条第三項及び第十四条第三項中「第

九条」とあるのは「第三十一条」と、第十九条第三項中「一般信書便役務以外の信書便の役務」とあるのは「特定信書便役務」と、

第二十七条第三号中「前二号」とあるのは「第一号」と読み替えるものとする。  
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○民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則（平成15年総務省令第27号）（抄） 

 （信書便差出箱の基準）  

第八条 法第九条第二号イの総務省令で定める信書便差出箱の基準は、次のとおりとする。  

 一 構造が容易に壊れにくく、かつ、信書便物の取出口に施錠することができるものであること。  

 二 信書便物の差入口の構造が信書便物を容易に抜き取ることができないようなものであること。  

 三 外観が他の一般信書便事業者若しくは特定信書便事業者の設置する信書便差出箱又は郵便差出箱と紛らわしいものでないこと。   

 四 信書便差出箱の見やすい所に当該信書便差出箱を設置した一般信書便事業者の氏名若しくは名称又は当該一般信書便事業者を

示す標章、信書便差出箱を利用することができる日及び時間（信書便差出箱を終日利用することができない場所に設置する場合

に限る。）並びに信書便物の取集時刻の表示を付したものであること。 
 
 （信書便物の引受けの方法の基準）  

第九条 法第九条第二号イの総務省令で定める信書便物の引受けの方法の基準は、次のとおりとする。  

 一 次のイからホまでに掲げる市町村又は特別区の区分に応じ、市町村又は特別区の人口（公表された最近の国勢調査の結果によ

るものとし、許可の申請後において新たに国勢調査の結果が公表された場合にあっては、その人口）に当該イからホまでに掲げ

る率を乗じて得た数（一未満の端数があるときは、これを一に切り上げた数）以上の数の信書便差出箱を各市町村又は各特別区

ごとに設置すること。 

  イ 東京都の特別区の存する区域及び地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項に規定する指定

都市 〇・〇〇〇五 

  ロ 人口が十万人以上である市（イに該当するものを除く。） 〇・〇〇〇六 

  ハ 人口が二万五千人以上十万人未満である市町村（ホに該当するものを除く。） 〇・〇〇〇八 

  ニ 人口が二万五千人未満である市町村（ホに該当するものを除く。） 〇・〇〇一二 

  ホ 過疎地域自立促進特別措置法（平成十二年法律第十五号）第二条第一項に規定する過疎地域をその区域とする市町村 〇・

〇〇一九 

 二 信書便差出箱を各市町村内及び各特別区内に満遍なく設置すること。  

 三 信書便差出箱を公道上、公道に面した場所その他の常時利用することができる場所又は駅、小売店舗その他の公衆が容易に出

入りすることができる施設内であって往来する公衆の目につきやすい場所に設置すること。  
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 （信書便物の配達の方法の基準）  

第十条 法第九条第二号ロの総務省令で定める基準は、次のとおりとする。  

 一 次に掲げる日を除き、一日に一回以上一般信書便物の配達を行うことができること。 

  イ 祝日法による休日 

  ロ 年末年始の休日 

  ハ 一般信書便事業者が一般信書便物の配達の業務を行わないこととする毎週一日特定の曜日がある場合にあっては、当該曜日

（イ及びロに掲げる日を除く。） 

 二 特に交通困難であるため周年又は一定期間内あて所への配達の方法により信書便物を配達することができない地域にあてて差し

出された場合その他の相当の事由がある場合を除き、一般信書便物をそのあて所に配達することができること。 

 

 （大きさ及び形状の基準に適合する二十五グラム以下の信書便物の料金上限の額）  

第二十三条 法第十六条第二項第二号の総務省令で定める額は、八十円とする。 

  


	郵政事業のユニバーサルサービス及び�信書便事業に関する参照条文
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	スライド番号 9
	スライド番号 10
	スライド番号 11
	スライド番号 12
	スライド番号 13
	スライド番号 14
	スライド番号 15

